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整理番号 2-8-11-1

経費項目 調査聯嶺研修費広聴鰯費蕊謝需翻費会議費資料絨費鯛駒噴亀事瀞i費人件費

内 容 政務活動費収支報告書の提出（郵送代）

年月 日 令和6年11月26日～ 年 月 日 金額 430円

目的
jmrY古到賓lⅨ文辛使古食言(〃淀画

使途
政務活動費収支報告書の提出のための郵送代

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

430円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

430円



様式第1－2号

書支出証拠

名・議員E 屑 自民改革号会諄

整理番号 2-8-11-2

経費項目 調査研究費･研修費･広聴広報費｡鶏輔靜纈婿･会議費･資料作成費･資繩鍛慰事翻費人件費
内 容 コピー機リース料

年月 日 令和6年11月f日～ 年月 日 金額 5,500円

目的
調査研究等政務活動を行うための資料作成手段

使途
11月分リース代

政務活動．

県政との

関連性

く領収書貼付枠＞

11,000円×1/2＝5,500円

掴 06寺11＝05 i00 1 聯11,000脚-ﾌﾟ?耐ﾝス ’

案分の理由

政務活動･後援会

按分するため

活動で

領収書金額(a)

11,000円

案分率(b)

1／2

％

政務活動費支出額(a×b)

5,500円



様式第1－2号

圭
自支出証拠

屑・議員E 名 自民改琴Z会謁

整理番号 2-8-11-3

経費項目 調剖f密･研修費｡噸癖資要諦樵謡鎮会誇資料備罐割絢費蘂費⑳峠
内 容 事務所電気代（11月 分）

年月 日 令和6年11月18日～令和年 月 日 金額 3,303円

目的
政務活動を行うための事務所維持

使途
電気代11月分

●動
の
性

癖
睡
蕊

＜領収書貼付枠＞

別紙に添付

『而詞面了価｢ 而厩弼石戸 0口 ･ ･ ･■一・ ■ ｡

援会活動で

領収書金額(a)

6,606円

案分率(b)

1／2

％

政務活動費支出額(a×b)

3,303円



様式第1－2号

聿
冒支出証拠

名・議員E

整理番号 2-8-11-4

経費項目 調査職費研修費広聴醗費雷辮鶴鱸会議費資料i鰄費鋤騨費事務費…⑬
内 容 事務員雇用（11月分）

年月 日 令和6年10月20日～令和6年11月19日 金額 100,000円

目的
J蝿劣Y古勤を不用切丁0月或貝と膣用

使途
11月分給与

政務活動

県政との

関連性

案分の理由

政務活動･後援会活動で

按分するため

領収書金額(a)

200,000円

案分率(b)

1／2

％

政務活動費支出額(a×b)

100,000円



様式第1－2号

支出証拠書

（会派名・議員氏名自民改革会議・望月香世子）

整理番号 2-8-11-5

経費項目 調査職費研修費広聴広報費蕊熊無鱸会議爵鮮w鰄費歴 ･事務費･蒻翔漬･人件費

内 容 新聞購入代（11月分）静岡新聞

年月 日 令和6年11月28日～ 年 月 日 金額 3,300円

目的
岸く収、恒壼1百勢に閑~ワつ‘|育辛腿“栗

使途
令和6年11月分購読料

政務活動．

県政との

関連性

県政に関する情報を収集し政務活動（質問。政策）に活かす

＜頑｣IX言貝白何1芋少

祠06-11-28i00 1 *3,300Pﾐｽ､”ﾌ､､ﾝﾃン ’
ウ

’

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

慎反書金額(a)

3,300円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

3,300円



様式第1－2号

聿
冒支出証拠

名 目民改雲諄名・議員暖

薬理番号 2-8-11-6

経費項目 調査研繧･研修費･広聴I醇蹟蕊識鶴瀧潰会議費“参賀鵜陶噴事務費事緬費人件費

内 容 コピー料（11月請求分）

年月 日 令和6年11月29日～ 年 月 日 金額 1,678円

目的
資料等のコピー

使途
令和6年11月請求分のコピー料

政務活動・

県政との

関連性

調査活動、県政関連資料などの作成

く領収琴占付枠＞

(960+2,090）×1.1＝3,355

3,355×]/2＝1,678

案分の理由

政務活動･後援会

按分するため

活動で

領収書金額(a)

3,355円

案分率(b)

1／2

％

政務活動費支出額(a×b)

1,678円
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PAGE 1
口月求明細書

. 2024年1.0月31日締切分請求No.

株式会社ヨシカ
〒424-0064静岡市清水区長崎新田377-2

蕊
TEL:054-347-8833FAX:05

T4080001017692

静清信用金庫：渋川支店
普通口座：70653
名義：株式会社ヨシカ

424-0806

静岡県静岡市清水区辻1-9-3

望月香世子事務所御中

(MO53)

登録番号T4080001017692

｢■下記の通り御請求申し上げます
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様式第1－2号

菫
冒支出証拠

会派名。議員氏名自民改霊詞

鑿琿番号 2-8-11-7

経費項目 調蕊締讃研嶬広鳴蠅費鐵辮錦識鍔資料傾鑪齢雑感事鰯費嶬
内 容 事務所電話代（10月請求分）

年月 日 令和6年11月11日～令和年月日 金額 5,372円

目的
政務活動を行うための事務所維持

使途
電話代10月請求分

政務活動

県政との

関連性

●

13,164- （1,200+1,000）×1-1‐ ＝10,744

10,744×1/2＝5,372

洞 06‐'剛''001
＊13，164 『

lh
ﾝワ

、■

.『 ’
･ ID 凸 ﾛ ･ or

簿蕊'5鰯 卜 51

で按分

と後援会活動

領収書金額(a)

10, 44円

案分率(b)

1尼

政務活動費支 額(a×b)

5,372円
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お客様電話番号等
BILLINGNUMBER 054－364－3471 請求年月

MONTHOF ISSUE 2024年10月ご請求分

内訳項目金額（円）
qMRGEBREAmOWNBYCA1EmRY(YfN)

内訳金額（円）
AMOUNT(YEN)

請 求 内 訳 等 詳 細
DETAlLS OFCHARGE BREAKDOWN 〔

本内訳は、各サービス提供事業者が
発行したものです。 〕

◆054-364-3471
' ･品…･弾蓉ﾊﾞ

患びNTT西日本ご利用分
:､ ■｡

式

11，94（

凸

､

ザ F

蕊ひ荷TTコミュニヶーショら，

〆 .･ ･ ･． ....' ' ､。 . ｡､
今

◇NTT西日本分（小計）

8

11〃954

◇NTTファイナンスご利斤

1,21C
= 、

◇合計

f'試識: す

、〃

串

ゲ
タ

『

13，164

〃

盆 ■ F

■ 『

孔

■

』 ■ F

5，400

－1′290

， 1，300

1,000

× 1"200

〆 1 グ
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00O

10Q

592

1，552

I菖鵡凝智

6

1，086

8

11，954

1,210

里 ”

13，164

》号 3

幸 ｡ ■ "
孔

七

←

フレツツ光ネクスト F隼利用料 ．9月 1日～9月30日

光はじめ割 ．20､25年0-2月ぺ2025年04月期

外の解約は解約金がかかります

ひかり電話オフイスタイプ嘩本料） 9月 一1日～9月30日

ひかり電話対応機器使用料 9月 1日～9月30日

ナンバー、ディスプレイ使用料 9月 1日～9月30H

ポイスワーブ梗用料 9月 1日～9月30日

追加番号他用料 9月 1日～9月30日

ひかり電話（通話料） 9月 1日～ 9月30日

ひかり電話（携帯電話等への通話料） ． 9月 1日～9月30日

ユニバーサルサービス料他 9月 1日～9月30日2番号分

． ・のご請求となります。

消費税等相当額（合計） 合算表示の料金合計×10%

ナビダイヤルヘの通話料（ひかり電話） 9月 1日～9月30日。 「057

(小計）

O」で始まる番号への通話料です。

秒

ざ

OCN光withフレッツ利用料等 章契約番号

NTTコム（回収代行) ･ご利用分。
■■■■■

、 歩

少 ■ I , ＄

合計

●、

<NTTファイナンスからのお知らせ＞

○上記＊印はサービス提供者に代わって、ご請求させていただきます。

国= J ■

凸J ■ 鍜口

、 ザ

4 b ■ F ■ ､ ■ ■J 巳凸

妙 △

a

ユニバーサルサービス料他には、 2.024年4月利用料分から2025年3月利用料分まで、ユニバーサル

サービス料に加え、電話リレーサービス料として1番号あたり1． 1円（税込）が含まれています。

電話リレーサービス料については一般社団法人電気通信事業者協会のホームページをご確認下さい。

ht tps ://www. tca. oz'. jp/telephonerelay_service_sup
、 ort/qa/

字＊＊､ユニバ圭一サルザーピス料についで葦永.幸 ．

ユニバーサルサービス料は、

姑

あまねく日本全国においてユニパー

サルサーピス(NTT東西の加入電話等）の提供を確保するため

にご負担いただく料金です。なお、一般社団法人電気通信事柔者

協会から1番号あたりの登用I番号単価）力$公表されています。



様式第1－2号

聿
冒支出証拠

ff

整理番号 2-8-11-8

経費項目 調劃I嬢研修費鰯雛識費蕊繍識鱸会議費鮮附賊費鮮膨蹟亀事翻費僻費
内 容 来客用ボトルウォーター代

年月 日 令和6年11月25日～ 年 月 日 金額 4,030円

目的

使途

政務活動．

県政との

関連性

案分の理由

政務活動･後援会活動で

按分するため

領収書金額(a)

8,060円

案分率(b)

1／2

％

政務活動費支出額(a×b)

4,030円



様式第1－2号

支出証拠書

（会派名・議員氏名自民改革会議・望月香世子）

鑿理番号 2-8-11-9

経費項目 穆 ･研修費･広聴広報費･嬬猟誇礒債･会議費･資糾鰔費･資料購入費･事務費･事翻漬･人件費

内 容 清水港ポートセールス実行委員会主催セミナーへの出席

年月 日 年10月31日 金額 11,570円

目的 清水港セミナーへの出席（韓都千代田区帝国ホテル）

使途 交通費（新幹線･駐車場）

政務活動・

県政との

関連性

県港湾当局や静岡市､港湾関係団体とともに､清水港の利用促進を継続して行う。物流攻

略拠点として清水港を選ぶことのメリットを示し、静岡県への呼び込みを図る。

く領収琴占付枠＞

往路

静岡市内より新富士駅まで移動（車）→新富士駅より東京駅（新幹線）→帝国ホテル（地下鉄・徒歩）

復路

東京駅まで移動（地下鉄・徒歩）→東京駅より新富士駅（新幹纈→新富士駅より静岡市内帰着（車）

案分の理由

政務活動
綜

領収書金額(a)

11,570円

案分率(b)

1／1

％

政務活動費支出額(a×b)

11,570円



様式第2号

＊本概要書は、県外における調査研究活動のために政務活動費を支出した場合に提出する。

県外調査概要書

令和6年10月31日

会派名・議員氏名 自民改革会議・望月香世子

目 的
清水港ポートセールス実行委員会主催による首都圏清水港セミナーに出席し､静

岡県の国際拠点港湾である清水港の利用促進を継続して行う。

年月 日 令和6年10月31日

場 所 東京都千代田区帝国ホテル

内 容

1行程

新富士駅（新幹線）→東京駅（地下鉄）→帝国ホテル（会場）→東京駅

(地下鉄）→新富士駅（新幹線）

2応対者

清水港ポートセールス実行委員会である静岡県・静岡市・清水港利用促進協会な

ど官民連携による主催である。荷主・船社など出席者は770名程。

3聴取内容 ’
の

主催者である清水港利用促進協会の山田会長による挨拶の後、静岡県清水港管理

局の杉本局長から清水港の概要説明、講演会では東京大学の伊藤名誉教授より 「内

外経済の潮流」についてお話をいただく。懇談会では主催者を代表し静岡県の鈴木

知事より、また来賓を代表し国土交通省港湾局の稲田局長より挨拶があり、首都圏

の会社・団体・行政などの意見交換が行われた。

4県政への反映

清水港は県内で唯一の国際拠点港湾として重要な物流拠点港湾である。 日本の真ん

中に位置し、陸海空の広域交通インフラが充実、しかしながらコンパクトで待機時
間の短い港として使い勝手が良いことはコスト削減のみならず、昨今の脱炭素にも

寄与するところである。今回のセミナーにおいても、船舶大型化への対応やインセ

ンテイブ制度の紹介、カーボンニュートラルポートの取り組みなど選ばれる港とし

て清水港の更なる利活用を広める。
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支出証拠書

（会派名・議員氏名自民改革会議・望月香世子）

整理番号 2-8-11-10

経費項目 鳳鍛研修費広聴螺費鋪瀧鶏鱸会議費鮮柵情鑪鰯“ ･事務費･蒻翻漬･人件費

内 容 港湾議員連盟県外視察

年月 日 令和6年11月11日～11月12日 金額 88,540円

目的 県外港湾先進事例を学び県内港湾の今後に生かす

使途 移動費（新幹線・バス)、宿泊費（大阪市) 、極

関連性

静岡県管理港湾においても港の変遷に伴い､質の高いみなとの賑わいづくりが近年テーマ

となっており、法改正による新たな手法の活用､民間活力の取り入れなど先進事例から学

ぶことは多い。

く領収書貼付枠＞

新幹線住復(静岡駅調f神戸駅)",賑｡円（諦阪→請岡） '｡.､9.円
現地視察移動バス・宿泊（大阪市）69,900-4,350（昼食代・保険粥I)=65,550円

振込謬料220円

案分の理由 へ.‘てり
政務活動に,1，1雛‘1

､

領収書金額(a)

88,540円

案分率(b)

1／1

％

政務活動費支出額(a×b)

88,540円
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静岡県静岡市清水区矢倉町
5－8 観光庁長官登録旅行業第2155号

登録番号:T8080001002864

〒420-851O静岡県静岡市葵区麿匠1丁目1－1

静岡鉄道株式会社
・ 代表取締役社長川井敏行

三塁=弓 香二f二辻二子一 フfま 担当部署:グループ営業推進部ツーリズム課
発行責任者:課長松永充寿
TEL:054-254-5122/FAX:054-254-5510

総合旅行業務取扱管理者:■■■■

請求書
毎度、当社をご利用頂き、誠にありがとうございます。
下記の通りご請求させて頂きますので、宜しくお願い致します。

し

し

ご請求金額

ご入金額

今回ご請求額

¥69,900お支払は下記口座へ

11月30日 までにお振込みお願い致します。

口振込先：静岡銀行本店営業部普通: 1822291
口座名：シズｵｶﾃﾂﾄﾞｳ(力

静岡鉄道株式会社
¥69，900

大変恐縮ですが、振込手数料はお客様ご負担にてお願い申し上げます

ご請求内容 ご請求金額

□
□
□
□

出発日 2024年11月11日 （月) 2日間 (AOOOO1)
帰着日 2024年11月12日 （火）
ツアー名 静岡県議会港湾議員連盟:神戸・大阪視察1泊2日
明細
MS MOCHIZUKIKAYOKO 望月香世子様

貸切バス代金
現地交通費（2日間）

添乗員費用
宿泊料金
大阪:ｼﾝｸﾞﾉﾚ:朝食付静鉄ﾎﾃﾙﾌﾟﾚｼﾞｵ大阪：

食事代
昼食代：
補償制度加入料
国内旅行保険料
国内取扱手数料
取扱手数料

【税込金額合計】 【内消費税額合計】

¥69,900 ¥6,340

消費税10%対象 ￥69,750 （内消費税） ￥6,340

ｙ
ハ
ゾ
〆

￥39,500

¥9,000

¥15,400

建亜
、
￥1，650

■■



様式第2号

＊本概要書は、県外における調査研究活動のために政務活動費を支出した場合に提出する。

県外調査概要害

《2-8-11-10》

令和6年11月12日

会派名。議員氏名 自民改革会議・望月香世子

目 的
神戸港ウォーターフロント複合開発､泉南りんくう公園において賑わいづくりの

先進事例を学ぶ。

年月 日 令和6年11月11日～11月12日

場 所
神戸港ウォーターフロント・ポートターミナル（兵庫県神戸市）

泉南りんくう公園（大阪府泉南市）

1行程

2応対者

3聴取内容

1～3に関しては、別紙「県外調査報告書」を参照。

4県政への反映

神戸港ウォーターフロント再開発地区は、港の変遷に伴い使用されなくなった物流

エリアについてグランドデザインを策定し、人の集う賑わい場所作りへの変換を進

めてきた。清水港然り物流エリアと賑わいエリアの再構築について、緑地PPP(港

湾環境整備計画）を用いて民間の活力を取り入れていくことは今後必要不可欠であ

る。また周辺の物流を止めることなく段階的に再開発を進めていくためには港湾関

係事業者の理解協力、ゾーニングが大切である。泉南りんくう公園においても、PFI

事業により事業者が公園の整備と維持管理を行っており、行政は施設が整備しやす

いよう条例改正を行うなどサポートをしている。独立採算事業により民間が創意工

夫の下、質の高い賑わい空間が創出されることを県内でも取り入れるよう促す。
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令和6年度静岡県議会自民改革会議港湾議員連盟

県外視察報告書

令和6年11月11日 （月）～11月12日 （火）
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1 ．行程

（1）令和6年11月11日 （月）

静岡県内各地→新神戸駅→神戸港湾地区視察(14:00-16:00)→大阪市内宿泊

（2）令和6年11月12日 （火）

大阪市内発→泉南りん<う公園視察(10: 00-11 :30)→新大阪駅→県内各地

■参加議員

杉山盛雄・中田次城・佐地茂人。藤曲敬宏・伊丹雅治・杉本よしえ。大石健司

望月香世子

2．視察内容

（1）神戸港ウオーターフロント

■応対者

神戸市港湾局ウォーターフロント再開発推進課係長

㈱OneBrightKOBEマネージャー

atoaデッキから現場視察事業概要・質疑応答

■聴取内容

・ 神戸市担当職員より神戸港の変遷、ウォーターフロント再開発の状況につい

て、またアリーナ事業者からアリーナ事業のコンセプト、施設概要等と合わせ

て緑地事業についても説明を受けた後、開発が一望できる箇所から状況を視察

した。
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今回ウォーターフロントとして視察した箇所は新港第1～第4突堤で、神戸港

開発当初は物流エリアであったが、その後のコンテナ船の台頭等で港湾物流の

沖合化（大水深化）が進展し、旧物流エリアとなった新港第1～第4突堤は、

ウオーターフロント （魅力ある都市機能） として転換。

賑わいの転換にあたっては、都市と“みなと”の一体感を出すため「 「港都

神戸」グランドデザイン」を市民や事業者、学識を交えて2011年に策定。この

グランドデザインを目指す姿として、開発を進めている。またグランドデザイ

ン策定して約10年後となる2022年には、神戸ウオータフロントビジョンを作成

している。

新港第1突堤は、ホテル（温泉有り）やコンベンションホール、旅客ターミナ

ルが概成、新港第2突堤は、 2025年4月の開業に向け、民設民営による多目的

アリーナの建設が進めている。

アリーナ周辺の公共緑地については、アリーナ事業者が神戸市に、賑わい創出

と市民をはじめとした来訪者の利便性・快適性の向上を図るために、港湾環境

整備計画制度（みなと緑地PPP)を活用した計画を神戸市に提案し、市が審査を

経て、この計画を認定した。

現在、この港湾緑地は、緑地PPPにより、アリーナ事業者が30年の事業期間で、

緑地整備と管理運営を行っていく。

アリーナ事業者は緑地整備にあたって、神戸の建築家である畑友洋氏とタッグ

を組んで設計施工を進めている。

アリーナは年間160日超の本番稼働で100万人以上の集客、港湾緑地はアリーナ

と合わせて年間300万人の来場を見込んでいる。

アリーナの本番稼働は、地元バスケチーム（ストークス）の公式戦、音楽ライ

ブイベント、法人利用、その他イベントを見込んでおり、既にオープン後の予
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約は多数受けているとのこと。

・ 神戸港ウオーターフロント周辺の建屋、設備類は非常に高質で洗練されてい

る。アリーナの外観はほぼ完成しており、アリーナも非常に高質な建物。

、 港湾緑地は、まだ整備中だが、コンセプト図は非常に高質。良いものを作っ

て、快適なサービスを提供することで、多くの集客を呼ぶコンセプトが感じら

れた。

■ QA概要

Q1.みなと緑地PPPを進めるにあたり、スケジュールはどの程度が必要だったか伺

一

つ。

A1.神戸市としてもアリーナの完成等もあり急ぎ進める必要があったため、全体で半

年程度で進めた。みなと緑地PPPの第1号プロジェクトでもあり、国側も含め手探

りであったが、事前に国や関係者と調整のうえ、書類申請から認定は2～3ケ月

程度で進めた。

Q2.みなと緑地PPPの補助金において上乗せ等はあったか伺う。

A2.みなと緑地PPAと認定されても国費の上乗せは無い。通常の1/2交付金のみで

ある。

Q3.みなと緑地PPPを進める際のメリットや神戸市からの減免等はあったか伺う。

A3.メリットとして民間のノウハウ活用が見込める点である。神戸市は土地のみを貸

付けており減免はない。通常であれば緑地の管理費は神戸市が負担するが、民間

のノウハウを活かし、集客型の緑地とすることで市の財政負担なく緑地を管理で

きる。にぎわい作りにも貢献しており30年間の運営を任せることができる。な

お、全て民間というわけではなく、大規模な災害が発生し、緑地が機能しない事

態においては復旧は行政となる。

Q4.年間の訪問者数等のデータについて伺う。
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A4.現状では神戸港ウオーターフロントの訪問者数のデータは無いが、施設単位では

水族館の入館者数として昨年度は年間100万人の訪問があり、コロナ禍の影響もあ

るなか、ここ3年で200万人を達成している。また、目標値としては神戸港ウオー

ターフロントとして100万人/年、周辺含め300万人の訪問客としている。なお、近

隣のメリケンパークは年間300万人が訪問している。

（2）神戸港ポートターミナル

■応対者

神戸市港湾局振興課調査役（客船誘致担当）

（一財）神戸観光局港湾振興部客船プロモーション課旅客ターミナル管理事務所長

デッキにてポートターミナル概要説明

■聴取内容

第4突堤のポートターミナルを視察。ポートターミナルには2バースあるが、大型

クルーズ船が接岸できるのは1バースのみ。また、第1突堤には、旅客ターミナル

があり、クルーズ船用の岸壁が1バースある。

ポートターミナルは昭和45年に開設し、平成26年度に大規模改修している。クルー

ズ船の寄港需要が高まる前から施設がある。このため、外観は古い印象を受ける

が、待合機能やCIQ機能等の施設は充実していた。また、送迎デッキ、デッキ通路

は移動式の常設のものがあった。
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建屋は3階建てで、 1階には、船社カウンターや待合ロビー、 2階にはcIQや待合

機能、 3階は正面玄関として、ポートライナーやバス・タクシー乗り場など、公共

交通機関との接続がなされていた。

各階はエレベーターで移動可能。十分な機能と広さを兼ね備えていた。

神戸港はファーストボートでの入港も多い。ファーストポートの場合は、乗客全員

の入国手続き等が必要となる。機能が充実していても、大型クルーズ船が入港した

際には、 トータル3時間程度の時間を要する場合もあり、乗客からクレームを受け

ることもあるとのこと。

また、ポートライナー等の公共交通機関と接続されているものの、ポートライナー

に乗れる乗客数が限られ（定員数が限られている） 、神戸市内等に円滑に移動でき
〆

るわけではないとのこと。

※QAは個別対応であったことから記載は省略

（3）泉南りん<う公園

■応対者

泉南市公共施設再編室公共施設再編課課長代理兼公共施設再編担当主査

同都市整備部次長兼都市政策課長

同年整備部住宅課課長代理兼住宅公園係長

泉南ロングパーク視察SORARINKUミーティングルームにて
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■聴取内容

・泉南りん<う公園は、約2kmの海岸を泉南市がPFI事業により民間活力により再

整備した公園

･ PFI実施にあたっては民間が参入するかどうかわからない状況であったが、市長の

強いリーダーシップの下で、実施。市担当者は、参入してくれる事業者がいるのか

不安だったが、唯一、大和リース（株）が手をあげて参入してくれたとのこと。

・ もともと基本構想があったわけではなく、民間活力の導入、開発に市民の声は入っ

ていないとのこと。市の担当者としては、本来ならワークショップなどで市民の声

を取り入れたグランドデザインを描いて、それをベースにPFIの公募をするのが一

般的だが、本事業では、逆にその内容が民間事業の自由な発想を制約することにも

なり、参入の足かせになったかもしれないとのことだった。

･ PFI事業の条件として、事業期間30年として、固定資産税及び都市計画税が10

年間の実質負担ゼロ、土地は30年間無償貸し付けとなっている。その代わり事業

者は、公園整備と維持管理を担う。

． また、 PFI事業の実施にあたり、賑わいを生む公園にするため、市都市公園条例を

改正し、建築物の建築面積の上限を2％から5％に変更し、施設を整備しやすくし

ている。

・事業者は4つのゾーン（アクティブゾーン、コミュニティゾーン、マルシエゾー

ン、グランピングゾーン）に分けて、事業を展開。マルシェゾーンにはスターバッ

クスも進出していた。グランピングゾーンには、 リキャンプが進出（リキヤンプは

マリンパーク御前崎にも進出）

・ 温泉も事業者自ら掘削し、また、アスレチックなど大型遊戯施設などもあり、施設

が充実していた。また、 りん<う公園は2kmと非常に広範囲だが、視察した際に
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は、 しっかりと清掃、維持管理がなされていた。なお、なお、海岸（砂浜部）は維

持管理等の対象外（事業の対象外）とのこと。

■QA概要

Q1.当初想定した費用と掛かった費用など差し支えない範囲で教えて欲しい。

A1.当初整備で23億円、その後の維持管理等も含めて事業期間30年で35～40億円の費用

を想定している。初年度はオープン景気もあり想定した売り上げがあったが、 2年目

以降は売り上げが下がっている。やってみてわかる事もあり、今後、改善して売り

上げを伸ばすように努めていく。

Q2・来場者は150～160万人ということだが、季節変動等はあるか。

A2.イベント等を除くと、朝は散歩、昼から夕方にかけては高校生がしゃべっていた

り、夜は夕食を食べにくる人がいて、季節、時間を問わず常に来場している。

Q3.固定資産税や都市計画税は10年間は負担なしとのことだが、 10年目以降の減免等は

行わないか。

A3.当初の公募の条件が10年。条件を変えると、公募の公平性が失われるため減免は行

わない。

Q4.事業期間が30年とのことだが、 30年以降も事業を行う予定はあるか。

A4.現段階では30年の事業で考えている。まだ、事業開始から年数が経っていないの

で、事業期間終了後のことは考えていない。


